
輪島塗若手人材養成施設整備工事基本設計委託プロポーザルにかかる技術提案書等作成要領 

 

Ⅰ 参加表明書の作成について  

１ 提出書類  

（１）参加表明書・誓約書（様式Ａ１－１、Ａ１－２、Ａ１－３（設計ＪＶの場合））  

①「受付欄」は空欄で提出すること。  

② 設計業務実績は、新築、増築又は改築工事（改修を除く。）の実績とすること。  

③ 工事監理業務のみを受注した場合は設計業務実績の対象外とする。  

④ 事務所及び総括責任者の設計業務実績を証明する書類として、業務委託契約書、設計図書、設計

業務技術者届等の写しを添付すること。  

  （２）業務の実施体制等 

① 業務の実施体制（Ａ２－１）は、総括責任者、各担当主任技術者、事務所の技術職員数及び資格

者数について記入すること。 

② 協力事務所の名称等（Ａ２－２）については、協力事務所を利用する場合に記入すること。 

  （３）設計ＪＶで参加の場合、（Ａ３）の設計共同企業体協定書について記入すること。 

２ 提出部数 １部  

 

Ⅱ 技術提案書の作成について  

１ 提出書類  

番 号 内 容 書 式 枚 数 提出部数 

様式Ｂ１ 技術提案書提出書 Ａ４縦 １ ２ 

様式Ｂ２ 総括責任者・主任技術者の実績 Ａ４縦 ２ ２ 

様式Ｂ３ 本業務における担当予定技術者の人数 Ａ４縦 １ ２ 

様式Ｂ４－１ 事務所の業務実績等 Ａ４縦 １ ２ 

様式Ｂ４－２ 事務所の参加資格に係る業務実績 Ａ４縦 １～３ ２ 

様式Ｂ５ 本業務の実施方針 Ａ４縦 １ ２ 

様式Ｂ６ 課題に対する提案（イメージスケッチ等を含む） Ａ３横 １ １２ 

 

（１）技術提案書提出書（様式Ｂ１）  

「受付欄」は空欄で提出すること。  

（２）総括責任者・主任技術者の実績（様式Ｂ２）  

① 当該設計業務を受注した場合に配置する総括責任者・主任技術者の業務実績について、事務所の

参加資格に係る業務実績、同種業務実績、主要業務実績を３件（以内）記入すること。総括責任

者・主任技術者の業務実績を証明する書類として、設計業務技術者届等の写しを添付すること。  

② 総括責任者・主任技術者の建設系ＣＰＤについて、取組の有無を記載すること。また、取組状況

を証明する書類として、前年度（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）における建設系ＣＰ

Ｄ協議会加盟団体が発行する学習履歴証明書等の写しを添付すること。 

（３）本業務における担当予定技術者の人数（様式Ｂ３） 

     総括責任者、各担当主任技術者を除く、本設計業務を担当する技術者について記入すること。     

（４）事務所の業務実績等（様式Ｂ４－１、Ｂ４－２）  

① 様式Ｂ４－１については、事務所の参加資格に係る業務実績、同種業務実績、主要業務実績につ

いて、それぞれ３件（以内）記入すること。同種業務実績は参加資格にかかる業務実績を重複し

て記載してよい。 

② 同種業務実績とは元請（設計ＪＶにあっては代表者としての実績に限る。）として、平成２２年

４月１日以降に石川県内を建設地とし、木造で、新築、増築又は改築（改修を除く）する部分の

床面積が５００㎡ 以上の設計業務実績をいう。 (事務所の設計業務実績を証明する書類の添付

は必要としない。) 



③ 実績の記載にあたっては、基本構想、基本計画、基本設計、実施設計等の区分を記載し、あわせ

て受賞の実績がある場合は、その受賞履歴も記載する。  

④ 様式Ｂ４－２については、様式Ｂ４－１に記載した参加資格に係る業務実績について、写真等を

用いその設計コンセプトを簡潔に記載すること。  

（５）本業務の実施方針（様式Ｂ５）  

当該設計業務を受注した場合の実施方針（業務全般の実施方針、取組体制等）について記入する

こと。  

（６）課題に対する提案（様式Ｂ６）  

① 別紙「輪島塗若手人材養成施設整備工事基本設計委託プロポーザル概要」２（５）の提案課題に

対してA3版１枚とし、定められた方法で記載すること。 

② 提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述する。（文字サイズは１２ポイント） 

③ 文章を補完するための写真、イラストなどは使用してよい。また、建物の配置、ブロックプラン

（ゾーニング図）、スケッチ、断面、階構成などを簡単に示すことは可とする。 

④ イメージスケッチ（透視図等）（コンピューターグラフィックスによるものを含む）を掲示する

ことができる。 

⑤ 具体的な平面図・立面図等の設計図、模型（模型写真を含む）を使用してはならない。 

⑥ 提案者名を特定できる表示をしてはならない。  

 

Ⅲ その他  

質問については、質問書（様式Ｃ１）を使用すること。  

参加資格の確認等のため、追加で書類の提出を求める場合があるので適切に対応すること。 


